
第３ 章の３  林野火災の予防 

（ 林野火災に関する 注意報）  

第 3 0 条の７  消防長は、 気象の状況が山林、 原野等における 火災（ 以下「 林野火災」

と いう 。） の予防上注意を 要する と 認める と き は、 林野火災に関する 注意報（ 以下「 林

野火災注意報」 と いう 。） を 発する こ と ができ る 。  

２  林野火災注意報が発せら れたと き は、 林野火災注意報が解除さ れる ま での間、 本市

の区域内に在る 者は、 第 3 0 条各号に定める 火の使用の制限に従う よ う 努めなければ

なら ない。  

３  消防長は、 林野火災の発生の危険性を 勘案し て、 前項の規定によ る 火の使用の制限

の努力義務の対象と なる 区域を 指定する こ と ができ る 。  

４  消防長は、 前項の規定によ り 区域を 指定し たと き は、 その旨を 公示し なければなら

ない。  

 

条則 

（ 林野火災に関する 注意報）  

第 1 9 条の２  条例第 3 0 条の７ 第１ 項に規定する 林野火災注意報は、 法第 2 2 条第２

項の規定によ り 通報を 受けた場合であつて、 消防長が林野火災の予防上注意を 要する

と 認める と き に発令する 。  

２  第２ 条の２ 並びに前条第４ 項及び第５ 項の規定は、 条例第 3 0 条の７ 第１ 項に規定

する 林野火災注意報について準用する 。  

 

【 解説】  

本条は、 第 2 6 条に対し て特別規定の関係にある こ と から 、 林野火災に関する 注意報の発

令中にあっ ては、 本条が優先適用さ れる 。  

 

１  発令の条件については、 条則第 1 9 条の２ 第１ 項にその基準が示さ れている 。  

 

２  「 火の使用の制限の努力義務の対象と なる 区域」 と は、 森林法に規定さ れる 国有林及び

民有林及びその周囲１ ㎞に含ま れる 町丁目のこ と である 。（ 令和８ 年広島市消防局告示第

５ 号）  

 

３  公示については、 条則第 1 9 条の２ 第２ 項に規定（ 規則第２ 条の２ を 準用） する 方法に

よ り 行う こ と と する 。  


